
ＰＦＩ法（平成11年７月交付）
【基本理念】
①民間事業者に行わせることが適切な事業は、できる限り民間事業者にゆだねる
②国及び地方公共団体の関与を必要最小限とすることにより、民間事業者の創意工夫等を十分に発揮させる

ガイドライン

①事業実施プロセス
（平成13年１月策定）

（平成19年６月一部改定）

②リスク分担等
（平成13年１月策定）

③ＶＦＭ（Value for Money)
（平成13年７月策定）

（平成19年６月一部改定）

④契 約
（平成15年６月策定）

⑤モニタリング
（平成15年６月策定）

図表１ PFI推進施策の脈絡図

対象施設 ＜公共施設＞ 道路、港湾、空港、公園等
＜公用施設＞ 庁舎、宿舎等
＜公益的施設＞教育文化施設、福祉施設等
＜その他施設＞情報通信施設、熱供給施設等

事業主体 ・国
・地方公共団体
・特殊法人等の公共法人

実施方針
の公表

ＰＦＩ事業

事業実施プロセス

基本方針（平成12年３月 総理府告示）
【五つの原則】
①公共性原則（公共性のある事業であること）
②民間経営資源活用原則（民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること）
③効率性原則（民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施すること）
④公平性原則（特定事業の選定、民間事業者の選定において、公平性が担保されていること）
⑤透明性原則（特定事業の発案から終結に至る全過程を通じて透明性が確保されていること）

【三つの主義】
①客観主義（各段階での評価決定について客観性があること）
②契約主義（公共施設等の管理者等と選定事業者との合意について、明文により当事者の役割及び責任分担

等の契約内容を明確にすること）
③独立主義（事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経理上の独立性が確保されていること）

ＰＦＩ推進委員会（ 内閣府）

・ＰＦＩ事業の実施状況の調査・審議
・ＰＦＩ事業の実施促進のため、内閣総理大臣又は

関係行政機関の長に意見申述
等

①低廉かつ
良質な公
共サービ
スの提供

②公共サー
ビスの提
供におけ
る行政の
関わり方
の改革

③民間の事
業機会の
創出を通
じた経済
の活性化

①効率的か
つ効果的
な社会資
本の整備

②国民に対
する低廉
かつ良好
なサービ
スの提供
の確保

③国民経済
の健全な
発展

各種支援措置

①国の債務負担（30年）

②行政財産の貸付け
③国・公有財産の無償・廉価使用
④低利融資
⑤税制

固定資産税、不動産取得税等の減免
⑥入札手続の円滑化
⑦規制緩和の推進

国及び地方公共団体は、民間事業者の創意工夫の発
揮を妨げるような規制の緩和を速やかに推進

等

政策効果の発現

民間事業者
の募集・選
定

協定等の締
結・施設等
の整備

ＰＦＩ事業
の選定

公共サービ
スの提供

事業終了

－８－

PFI関係省庁連絡会議 （局長級）

PFI関係省庁連絡会議幹事会（課長級）

平成15年3月幹事会申合せ

平成18年11月幹事会申合せ

（注）内閣府の資料に基づき、当省が作成した。
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